
障害のある方を対象とした
　　    放送受信料の免除基準が変わります

【従来の免除基準と新しい免除基準 （平成２０年１０月１日から）】

ＮＨＫの受信料免除の申請方法

【全額免除】
●「身体障害者」「知的障害者」 「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が
　市町村民税（住民税）非課税の場合に、全額免除となります。
　＊従来の「身体障害者」「重度の知的障害者」から対象を拡大します。
　＊生活状態の条件を「市町村民税非課税」に統一します。

【半額免除】
●視覚・聴覚障害者が世帯主の場合に、半額免除となります。　　　　　
　＊視覚・聴覚障害者の免除基準の変更はありません。
●重度の障害者（身体障害者、知的障害者、精神障害者）が世帯主の場合に、
　半額免除となります。
　＊従来の「重度のし体不自由者」から対象を拡大します。
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申請書の控えをお送りします。

全額免除
［障害者の方を世帯構成員に有する場合］

平成２０年９月３０日まで 平成２０年１０月１日から 平成２０年９月３０日まで 平成２０年１０月１日から

半額免除
［障害者の方が世帯主の場合］
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生活状態以下の世帯

重度の知的障害者を構
成員に有する世帯で、世
帯構成員全員が市町村
民税非課税
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世帯構成員全員が
市町村民税非課税
（重度以外も対象） 
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●視覚・聴覚障害者
●重度のし体不自由者

適用外 

適用外 

●視覚・聴覚障害者
　（変更なし）
●重度の身体障害者
　（内部機能障害等を追加） 

重度の知的障害者 

重度の精神障害者 
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公的扶助受給者

身体障害者

知的障害者

精神障害者

社会福祉事業施設
入所者

視覚・聴覚障害者

重度の身体障害者

重度の知的障害者

重度の精神障害者

重度の戦傷病者

【お問合せ先】 ＮＨＫ視聴者コールセンター

●生活保護法に定める扶助を受けている場合
●らい予防法の廃止に関する法律に定める援護を受けている場合
●中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
　に規定する支援給付を受けている場合

身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税
（特別区民税含む）非課税の場合

所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生
相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定
された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税（特別区民税含む）
非課税の場合

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が
市町村民税（特別区民税含む） 非課税の場合

社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所されている場合

視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合

身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度（１級または２級）の方が、世帯主で
ある場合

所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者
更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害
者と判定された方が、世帯主である場合

精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度（１級）の方が、世帯主である場合

戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第１款症の方が、世帯主である場合

受信料免除の申請手続きについて 契約書・申請書の記載内容について

平成２０年１０月１日施行

申請書に必要事項を記入してください。
（申請書はNHKまたは自治体の窓口にあります。）
（受信契約がお済みでない方は受信契約もあわせて
 お申し込みください。）

自治体に申請書を提出し、免除事由の証明　
を受けてください。
（半額免除はＮＨＫの窓口でも受け付けます。詳細は
  ＮＨＫまでお問い合わせください。）

証明を受けた申請書をＮＨＫに提出（郵送）　
してください。

ＮＨＫで免除事由確認のうえ、折り返し
「受理通知書」をお届けします。

＊記載していただいた個人情報は、放送受信料の契約・
収納、免除基準の適用のほか、受信に関する相談業務、
放送やイベントのお知らせ、放送に関する調査へのご協力
のお願いのために利用します。

＊お引越しによる住所変更など、記載内容に変更があった
ときは、ＮＨＫまでご連絡ください。

免除に該当しなくなったときには
＊受信料免除事由が消滅したときは、すみやかにＮＨＫまで
ご連絡ください。

＊ＮＨＫでは、免除制度の適正な運用のため、定期的に、受信
料免除事由の継続状況について、自治体の協力を得て調
査を行っています。調査の結果、免除に該当しなくなった場
合は、ＮＨＫより受信料免除を解消する旨ご連絡いたします。

ＮＨＫ放送受信料の免除基準内容 ※世帯対象
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平成２０年１０月１日から免除基準が次のとおり変わります


